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○駿河台大学試験規程 

 

 

第１章 総 則 

（目 的） 

第１条 この規程は、駿河台大学学則第３５条の規定に基づき試験に関し必要な事項を定める。 

（試験の種類） 

第２条 試験は、定期試験、追試験及び再試験とし、その他必要に応じて臨時試験を行う。 

（単位の修得） 

第３条 履修登録をした授業科目の単位を修得するためには、その授業に出席したうえで定期試験を受験し、

合格しなければならない。 

２ 前項の定期試験のほか、臨時試験が行われる場合は、この試験もあわせて受験しなければならない。 

（試験の方法） 

第４条 試験は、原則として筆記試験で行う。ただし、授業科目によっては、口述試験、レポ―トの提出、平

常点等によって筆記試験に替えることがある。 

（試験時間） 

第５条 試験時間は、原則として６０分とする。 

２ 授業科目によっては、前項の試験時間を変更して行うことがある。 

（学生証の携帯） 

第６条 試験を受験する者は、学生証を携帯し、監督者の指示により提示しなければならない。 

（入場・遅刻・退場） 

第７条 試験場への入場は、監督者の指示に従い、所定の座席に着席しなければならない。 

２ 試験場への入場は、試験開始後１５分まで許可する。 

３ 試験場からの退場は、試験開始後４５分を経過しなければ認めない。 

（退場命令） 

第８条 試験場において、監督者の指示に従わない者については、監督者は退場を命じることができる。 

（受験資格） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受験する資格を有しない。 

(1) 履修科目を登録していない者（履修届不備で届出が無効になったものを含む。） 

(2) 追試験・再試験については、その手続を行わなかった者 

(3) 休学中の者 

(4) 学費未納者 

(5) 停学期間中の者 

第２章 定 期 試 験 

（定期試験） 

第 10条 定期試験は、春学期末試験を７月中旬から下旬に、秋学期末試験を１月中旬から１月下旬に各々実

施する。ただし、教授会の議を経て、定期試験の時期を変更して実施することがある。 

（試験の日程・方法） 

第 11条 定期試験の日程・方法等は、試験開始期日の約１週間前に公表する。 

第３章 臨 時 試 験 

（臨時試験） 

第 12条 定期試験のほか、次の場合に臨時試験を行うことがある。 

(1) 担当教員が必要と認めた場合 
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(2) 教授会が必要と認めた場合 

第４章 追 試 験 

（追試験） 

第 13条 所定の期日にやむを得ない事由によって定期試験を受験できなかった者に対して、追試験を行うこ

とがある。 

２ 前項の追試験は、定期試験実施日後所定期間内に理由を詳記した所定の試験欠席届を提出し、その理由が

正当と認められた場合に限り受験することができる。なお、病気のため欠席した場合は、原則として診断書

を添附しなければならない。 

（実施時期） 

第 14条 春学期末の追試験は８月に、秋学期末の追試験は２月に各々実施する。ただし、教授会の議を経 

て、追試験の時期を変更して実施することがある。 

（日程・方法） 

第 15条 追試験の日程・方法等は、試験開始期日の約１週間前に公表する。 

（受験手続及び受験料） 

第 16条 追試験を受験する者は、事前に受験手続きを行い、受験料を納付しなければならない。 

２ 前項の受験料の額は、別に定める。 

第５章 再 試 験 

（再試験） 

第 17条 最終年次の者に対して、定期試験が不合格となった授業科目について、卒業資格及び教育職員免許

状取得のための再試験を行うことがある。 

（受験資格） 

第 18条 再試験は、学則第３２条に規定する卒業最低修得単位数を１２単位以内で満たすことができる者に

限り受験できる。 

２ 教職課程履修者においては、卒業資格を得た者で、８単位以内で教育職員免許状を取得できる見込みの者

に限り受験できる。 

（受験授業科目） 

第 19条 前条の受験資格を備えた者が受験できる授業科目は、当該年度において受験し、不合格になった授

業科目の範囲内で、卒業最低修得単位及び教育職員免許状を取得するに必要最少限度の授業科目とする。 

（実施時期） 

第 20条 再試験は、最終年次の３月上旬に行う。 

（日程・方法） 

第 21条 再試験の日程・方法等は、試験開始期日の約１週間前に公表する。 

（受験手続及び受験料） 

第 22条 再試験を受験する者は、事前に受験手続きを行い、受験料を納付しなければならない。 

２ 前項の受験料の額は、別に定める。 

第６章 不 正 行 為 

（不正行為） 

第 23条 不正行為とは、試験中における次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 

(1) 持ち込み禁止物の使用 

(2) 当該科目についてのメモ等の使用 

(3) 他人の答案を見、又は他人に答案を見せること。 

(4) 持ち込み許可物の貸借 

(5) その他、試験の公正を害し、又は害する虞れのある行為 
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（受験資格の喪失） 

第 24条 不正行為を行った者は、当該学期中それ以降に行われる試験の受験資格を失う。 

（単位の認定） 

第 25条 不正行為を行った者の履修科目の単位認定については、別表１のとおりとする。 

（定期試験期間中の処分の言い渡し） 

第 26条 定期試験期間中の試験において不正行為を発見した場合には、監督者は直ちに受験を中止させ、そ

の受験者をその日の試験監督責任者のところへ出頭させなければならない。 

２ 試験監督責任者は、不正行為の有無を調査し、不正行為が行われたことを確認した場合には、第２４条の

処分を言い渡す。 

３ 試験監督責任者は、不正行為があった旨及び前項の処分の言い渡しについて学生部長に報告し、学生部長

は教授会に報告する。 

（臨時・追・再試験中の不正行為の取り扱い） 

第 27条 臨時試験、追試験、再試験において不正行為を発見した場合には、監督者は直ちに不正行為者の受

験を中止させ、不正行為の有無を調査し、不正行為が行われたことを確認した場合には、第２４条の処分を

言い渡す。 

２ 監督者は、不正行為があった旨及び前項の言い渡しについて学生部長に報告し、学生部長は教授会に報告

する。 

（懲戒処分） 

第 28条 不正行為者には、教授会の議を経て学則第５１条第２項に定める懲戒処分を行う。 

（誓約書の提出） 

第 29条 不正行為者には、誓約書を提出させるものとする。 

第７章 成 績 発 表 

（成績の評価） 

第 30条 各授業科目の成績は、１００点を満点とし、６０点以上を合格、６０点未満を不合格とする。 

２ 前項の成績は、Ａ（１００点～９０点）、Ｂ（８９点～８０点）、Ｃ（７９点～７０点）、Ｄ（６９点～

６０点）、Ｆ（５９点～０点）をもって表示し、発表する。 

（成績表の交付） 

第 31条 春学期科目の成績結果については１０月上旬に、秋学期科目および通年科目の成績結果について 

は、次年度の４月上旬に各々成績表を交付する。 

２ 卒業生の成績結果については、前項の時期にかかわらず、卒業式当日に成績表を交付する。 

附 則 

この規程は、昭和６２年４月１日から施行する。 

平成元年４月１日一部改正。 

平成２年４月１日一部改正。 

この改正規程は、平成２年１２月２０日から施行し、平成２年９月１日から適用する。 

平成６年４月１日一部改正。 

平成７年４月１日一部改正。 

平成８年４月１日一部改正。 

平成９年４月１日一部改正。 

平成１５年４月１日一部改正。ただし、第３０条の規定に関し、平成１４年度以前の入学者の適用については、

なお、従前の例による。 
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［別表１］ 

春学期期間中の試験にお

ける不正行為 

春学期科目 単位を認定せず 

通年科目 
春学期の点数を０とし、全体の評価は担当教員の裁

量に委ねる 

秋学期科目 影響せず 

秋学期期間中の試験にお

ける不正行為 

春学期科目 影響せず 

通年科目 

春学期について評価をしてない場合には、単位を認

定せず。春学期について評価をしている場合には、

担当教員の裁量に委ねる 

秋学期科目 単位を認定せず 

 


